
第第22回回中中央央港港湾湾団団交交、、不不誠誠実実回回答答にに抗抗議議
33月月1122日日にに2244スストトをを構構ええ33月月99日日にに再再度度団団体体交交渉渉

第
二
回
中
央
港
湾
団
交
が
二
月

二
十
三
日
開
催
さ
れ
た
。
米
国
の

保
護
貿
易
傾
向
、
ア
ラ
イ
ア
ン
ス

再
編
問
題
等
々
で
港
湾
運
送
事
業

は
大
変
厳
し
い
環
境
と
な
っ
て
き

て
い
る
が
、
そ
う
し
た
中
で
も
、

港
湾
の
職
域
を
明
確
化
さ
せ
、
港

湾
秩
序
を
安
定
、
港
湾
労
働
者
の

雇
用
を
守
ろ
う
と
一
七
春
闘
産
別

要
求
書
を
二
月
一
日
に
提
出
、
業

側
か
ら
の
真
摯
な
回
答
を
期
待
し

て
い
た
。

し
か
し
、
第
二
回
中
央
港
湾
団

交
の
回
答
は
、
港
労
法
適
用
拡
大

に
つ
い
て
は
「
一
六
春
闘
協
定
一

項
（
四
）
は
、
港
労
法
の
精
神
及

び
そ
の
意
義
に
つ
い
て
理
解
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、
全
港
適
用
の
合

意
を
し
た
の
で
は
な
い
」
と
一
六

春
闘
時
を
下
回
る
回
答
、
産
別
制

度
賃
金
（
産
別
最
賃
の
三
％
引
き

上
げ
）
に
つ
い
て
は
「
産
別
賃
金

に
つ
い
て
は
、
昨
年
十
一
月
十
日

付
協
定
書
に
基
づ
き
対
応
し
た
い

と
考
え
る
」
と
答
え
る
の
み
で
具

体
的
回
答
な
し
、
指
定
事
業
体
問

題
に
つ
い
て
は
「
各
社
の
事
情
が

異
な
り
、
個
別
事
業
者
間
の
問
題

で
あ
る
た
め
、
引
き
続
き
企
業
内

労
使
で
の
対
応
と
し
た
い
」
と
産

別
と
し
て
の
回
答
な
し
、
定
年
制

の
問
題
に
つ
い
て
は
今
回
回
答
な

し
等
々
で
あ
り
、
組
合
側
よ
り

「
回
答
に
値
し
な
い
」
と
猛
抗
議

し
た
。

そ
し
て
、
こ
れ
で
は
残
念
な
が

ら
話
し
に
な
ら
な
い
と
し
、
休
憩

を
と
っ
て
議
論
し
た
後
、
三
月
十

二
日
（
日
）
始
業
時
か
ら
二
四
時

間
ス
ト
ラ
イ
キ
を
構
え
る
と
口
頭

で
通
告
し
た
（
正
式
文
書
は
三
月

一
日
に
提
出
と
し
た
）。
ま
た
、

回
答
に
修
正
が
あ
る
な
ら
い
つ
で

も
受
け
る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
伝

え
、
業
側
に
産
別
協
定
順
守
に
則

っ
た
大
幅
修
正
回
答
を
期
待
す
る

と
し
散
会
し
た
。

団
交
終
了
後
、
業
側
よ
り
三
月

九
日
に
中
央
港
湾
団
交
開
催
の
申

し
出
が
あ
っ
た
た
め
、
次
回
第
三

回
中
央
港
湾
団
交
は
三
月
九
日
に

開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

全
港
湾
は
統
一
回
答
指
定
日
の
翌

日
、
半
日
以
上
の
ス
ト
構
え
る

全
港
湾
は
二
月
二
十
三
日
の
中

央
港
湾
団
交
終
了
後
、
地
方
代
表

者
会
議
を
開
催
、
全
港
湾
と
し
て

の
統
一
要
求
（
二
万
円
、
定
年
延

長
、
労
災
企
業
補
償
）
に
つ
い
て

の
戦
術
の
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
回
答
を
前
進
さ
せ
る

べ
く
、
三
月
二
十
四
日
（
金
）
の

全
港
湾
第
一
回
回
答
指
定
日
の
回

答
が
不
満
の
場
合
、
三
月
二
十
五

日
（
土
）
始
業
時
か
ら
半
日
以
上

の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
構
え
交
渉
に
臨

む
と
し
た
（
た
だ
し
、
日
程
に
つ

い
て
は
今
後
の
全
国
港
湾
の
日
程

を
考
慮
す
る
場
合
も
あ
り
う
る
と

し
た
）。

（
片
柳
悦
正
）

二
月
十
七
日
、
一
七
け
ん
り
春

闘
の
日
本
経
団
連
前
抗
議
行
動
が

お
こ
な
わ
れ
た
。

主
催
者
を
代
表
し
て
金
澤
共
同

代
表（
全
労
協
議
長
）は
「
官
制
春

闘
と
い
う
も
の
は
本
来
の
春
闘
で

は
な
い
。
我
々
自
身
が
た
た
か
わ

な
け
れ
ば
春
闘
は
死
滅
し
て
し
ま

う
。
働
き
や
す
い
職
場
を
求
め
て

一
七
春
闘
を
全
力
で
た
た
か
っ
て

行
こ
う
」と
あ
い
さ
つ
、参
加
組
合

か
ら
次
々
と
決
意
表
明
を
受
け
た
。

中
で
も
、
韓
国
か
ら
来
日
闘
争

中
の
サ
ン
ケ
ン
労
組
（
サ
ン
ケ
ン

電
気
解
雇
撤
回
闘
争
）
の
メ
ン
バ

ー
か
ら
は「
ユ
ル
ト
ン
」（
闘
争
時

の
集
会
等
で
お
こ
な
わ
れ
る
演

舞
）が
披
露
さ
れ
、喝
采
を
浴
び
て

い
た
。そ
し
て
、行
動
の
最
後
は
、

全
港
湾
松
本
委
員
長
の
団
結
ガ
ン

バ
ロ
ー
で
締
め
く
く
ら
れ
た
。

一
七
け
ん
り
春
闘
は
、「
中
小

企
業
労
働
者
・
非
正
規
労
働
者
・

外
国
人
労
働
者
な
ど
す
べ
て
の
労

働
者
の
大
幅
賃
金
引
き
上
げ
。
賃

金
格
差
廃
止
。
派
遣
・
契
約
社
員

等
非
正
規
労
働
者
を
正
社
員
に
転

換
。
契
約
期
間
満
了
を
理
由
と
し

た
雇
い
止
め
を
行
わ
な
い
」
等
々

を
掲
げ
闘
争
に
入
っ
た
。

（
片
柳
悦
正
）

けけ
んん
りり
春春
闘闘
、、
経経
団団
連連
前前
でで

抗抗
議議
行行
動動

サンケン労組によるユルトン

全国港湾 辺野古海上埋め立て工事強行に対する抗議声明

防衛省沖縄防衛局は2月6日午前、米軍新基地建設に伴う名護市辺野古の埋め立て
に係わる海上工事を開始した。これは、2月3日来日したマティス米国防長官と安倍
晋三首相との会談で、“一にもニにも辺野古だ”と新基地建設の推進で一致したこと
を踏まえたものである。今回の海上工事強行は、首相が2月10日にトランプ大統領と
の日米首脳会談の手土産にしようとする思惑は明らかであり、許し難い蛮行であり、
強く抗議するとともに、即時工事の中止を求める。稲田朋美防衛相がマティス国防長
官に新基地の「一日も早い」完成を誓ったように、今回の工事強行は沖縄の民意を無
視して新基地建設を推し進めようとする安倍政権の強権姿勢をあらわにするもので、
翁長沖縄県知事や県民への侮辱である。
2月10日の日米首脳会談での共同声明は「揺らぐことのない日米同盟」をかかげ、

2015年の「日米防衛協力のための指針（ガイドライン）」に基づき防衛協力を強化し、
沖縄県名護市辺野古新基地建設を宣言した。
辺野古の新基地建設は、昨年末の辺野古の目と鼻の先にある名護市の海岸に墜落し
た米海兵隊機オスプレイの一大拠点になることから、沖縄県民の命と暮らしをますま
す脅かすことになる。事故原因が特定されないまま、オスプレイの飛行や空中給油訓
練の「再開」を認めた安倍政権の下で、新基地の危険性はますます重大な事態となる。
われわれ港湾労働者は、辺野古海上埋め立て工事の即時中止を求めるとともに、普
天間基地の閉鎖と無条件撤去を日本政府に改めて強く要求する。
21世紀の時代に新しい基地を建設するという愚行に強い憤りとともに、沖縄のたた
かいと連帯し、本土からの埋め立て土砂搬出を含む新基地建設阻止にむけた、あらゆ
る取り組みを推進する。

2017年2月22日
全国港湾労働組合連合会第6回中央執行委員会

二
月
十
七
日
「
国
鉄
の
分
割
・

民
営
化
か
ら
三
〇
年

国
鉄
闘
争

を
今
後
の
労
働
運
動
の
教
訓
と
す

る
た
め
に
」
が
東
京
・
四
谷
で
開

催
さ
れ
た
。

集
会
呼
び
か
け
人
を
代
表
し
て

国
鉄
労
働
組
合
の
坂
口
委
員
長
が

あ
い
さ
つ
、元
国
労
闘
争
団
・
元
全

動
労
争
議
団
か
ら
の
決
意
表
明
を

受
け
な
が
ら
集
会
は
進
行
し
た
。

集
会
で
は
、
こ
の
国
鉄
闘
争
か

ら
の
教
訓
を
今
後
の
労
働
運
動
に

活
か
し
て
い
こ
う
と
、
元
鉄
建
公

団
訴
訟
主
任
弁
護
士
・
加
藤
晋
介

氏
の
公
演
を
受
け
た
。

加
藤
弁
護
士
は
「
そ
も
そ
も
国

鉄
は
、
戦
後
の
復
興
か
ら
人
々
を

餓
死
さ
せ
な
い
た
め
に
と
人
を
雇

っ
た
所
。国
民
の
生
活
を
守
る
、皆

で
生
き
残
っ
て
い
こ
う
と
い
う
こ

と
が
国
鉄
の
原
点
で
あ
っ
た
。
そ

れ
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
方
向
転
換
、
オ

イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
な
ど
の
不
況
に
直

面
、
分
岐
点
に
差
し
掛
か
っ
た
。

不
況
に
直
面
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
多
く
が
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
を
選

択
、
皆
で
生
き
る
道
を
選
ん
だ
。

し
か
し
、日
本
は
自
分
の
会
社
だ

け
生
き
残
れ
ば
と
人
を
た
た
き
出

し
始
め
た
。
こ
れ
が
堕
落
の
始
ま

り
で
あ
っ
た
。
国
は
一
〇
四
七
名

を
解
雇
し
、
潰
し
て
し
ま
え
ば
そ

れ
で
お
終
い
だ
と
い
っ
た
態
度
を

と
り
続
け
た
。
し
か
し
、
解
雇
さ

れ
た
当
事
者
が
団
結
し
、
筋
道
を

通
し
て
た
た
か
い
続
け
た
結
果
、

地
域
の
人
々
に
も
支
え
ら
れ
、
相

手
に
非
を
認
め
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
、
明
日
が
拓
け
た
。
二
四
年
間

の
闘
争
の
原
動
力
は
、
仲
間
を
裏

切
ら
な
い
風
習
、
様
々
な
共
闘
運

動
、
裁
判
闘
争
と
裁
判
以
外
の
大

衆
闘
争
の
結
合
等
々
で
あ
っ
た
と

考
え
る
。
こ
の
教
訓
を
今
後
の
労

働
運
動
に
活
か
し
て
ほ
し
い
」
と

呼
び
か
け
た
。

（
片
柳
悦
正
）

国国
鉄鉄
のの
分分
割割
・・
民民
営営
化化
かか
らら
三三
〇〇
年年

闘闘
争争
をを
今今
後後
のの
労労
働働
運運
動動
のの
教教
訓訓
にに
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労
働
者
供
給
事
業
（
労
供
事

業
）
は
、
職
業
安
定
法
第
四
四
条

に
よ
っ
て
、
基
本
的
に
は
禁
止
を

う
た
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
第

四
五
条
で
労
働
組
合
等
が
厚
生
労

働
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
と
き

は
、
無
料
の
労
供
事
業
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
と
し
て
い
ま
す
。
戦

前
の
封
建
的
、
前
近
代
的
な
労
働

慣
行
の
温
床
で
あ
る
タ
コ
部
屋
、

賃
金
の
中
間
搾
取
、
強
制
労
働
を

排
除
す
る
、
ま
た
、
労
働
力
は
商

品
で
は
な
い
と
い
う
国
際
的
な
原

則
を
順
守
す
る
目
的
も
あ
り
ま

す
。
そ
う
し
た
中
で
、
労
働
組
合

の
行
う
労
供
事
業
は
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、
労
働
者
の
職
業
の
安

定
と
自
由
（
強
制
労
働
の
禁

止
）、
中
間
搾
取
の
禁
止
を
実
現

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
民
主
的

運
営
が
労
働
組
合
以
外
考
え
ら
れ

な
い
と
い
う
観
点
で
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
一
九
八
六
年
に
労
働

者
派
遣
法
が
施
行
し
、
一
九
九
九

年
に
改
正
さ
れ
専
門
的
二
六
業
種

以
外
で
、
む
し
ろ
、
殆
ど
の
業
種

で
一
般
派
遣
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
派
遣
と
労
供
の
違

い
、
労
供
事
業
は
労
働
者
と
供
給

先
企
業
と
の
間
で
雇
用
関
係
と
指

揮
命
令
関
係
が
発
生
し
ま
す
。
派

遣
は
、
労
働
者
と
派
遣
先
企
業
で

指
揮
命
令
関
係
が
発
生
し
、
雇
用

関
係
は
派
遣
元
企
業
で
す
。
一
九

八
六
年
に
施
行
さ
れ
た
当
時
、
労

働
者
派
遣
法
は
派
遣
さ
れ
る
労
働

者
の
保
護
が
建
前
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
抜
本
的
な
問
題

は
、
使
用
者
と
雇
用
者
が
違
っ
て

い
る
こ
と
で
す
。
労
働
基
準
法
第

二
条
に
「
労
働
条
件
は
、
労
働
者

と
使
用
者
が
対
等
の
立
場
に
お
い

て
決
定
す
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、

も
は
や
、
派
遣
労
働
者
は
実
際
の

使
用
者
と
交
渉
す
る
こ
と
も
で
き

ず
、
弱
い
立
場
の
労
働
者
を
劣
悪

な
環
境
下
で
従
事
さ
せ
、
更
に
、

言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
雇
用
者
が

中
間
搾
取
を
行
う
な
ど
の
状
況
が

蔓
延
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
労
供

事
業
は
、
営
利
事
業
で
は
な
い
た

め
、
中
間
搾
取
は
発
生
し
ま
せ

ん
。
更
に
、
供
給
先
企
業
と
の
間

で
、
労
働
組
合
と
の
労
働
協
約
締

結
に
よ
る
労
働
で
す
か
ら
、
強
制

労
働
も
発
生
し
ま
せ
ん
。
幸
い
な

こ
と
に
、
全
港
湾
は
と
い
う
よ

り
、
港
湾
運
送
事
業
は
一
般
派
遣

禁
止
業
務
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、

港
湾
は
未
だ
非
正
規
労
働
者
が
蔓

延
し
な
い
業
種
と
い
え
ま
す
。

全
港
湾
の
労
供
事
業
の
歴
史
を

振
り
返
っ
て
み
ま
す
。
一
九
四
八

年
、
定
期
全
国
大
会
で
労
供
事
業

の
許
可
獲
得
の
方
針
が
確
認
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
方
針
に
よ
っ

て
、
名
古
屋
港
で
は
多
く
の
港
湾

労
働
者
が
労
供
事
業
に
就
労
し
ま

し
た
。
ま
た
、
佐
世
保
港
で
は
朝

鮮
戦
争
の
影
響
で
、
労
供
事
業
が

急
激
に
伸
び
た
と
記
録
に
残
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
そ

の
他
の
港
で
も
取
り
組
ま
れ
ま
し

た
が
、
高
度
経
済
成
長
の
中
で
、

港
湾
労
働
者
の
常
用
化
が
進
み
、

ま
た
、
港
湾
運
送
事
業
者
の
事
業

基
盤
も
整
備
さ
れ
、
全
港
湾
の
労

供
事
業
も
影
響
を
受
け
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
一
九

九
〇
年
前
後
に
な
る
と
、
ト
ラ
ッ

ク
職
種
の
労
働
者
が
増
加
し
、
そ

の
中
で
雇
用
合
理
化
を
受
け
、
解

雇
さ
れ
た
労
働
者
の
雇
用
を
労
働

組
合
自
ら
が
確
保
す
る
た
め
、
ト

ラ
ッ
ク
運
転
手
の
労
供
事
業
を
行

う
支
部
が
出
て
き
ま
し
た
。
こ
の

こ
と
に
よ
り
、
一
九
九
〇
年
、
第

五
七
回
定
期
全
国
大
会
議
案
で
再

度
、
方
針
を
明
確
に
提
起
し
、
組

織
拡
大
と
連
動
さ
せ
て
積
極
的
に

取
り
組
む
方
針
が
確
立
さ
れ
ま
し

た
。
当
時
、
関
東
地
方
、
関
西
地

方
、
九
州
地
方
の
支
部
で
労
供
事

業
の
実
績
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ

以
降
、
一
〇
年
を
か
け
て
労
働
者

供
給
事
業
の
あ
り
方
、
各
地
方
で

の
学
習
会
、
中
央
本
部
で
の
一
括

許
可
申
請
に
向
け
て
議
論
検
討
を

重
ね
て
い
ま
す
。

港
湾
に
お
い
て
は
、
一
九
八
九

年
以
前
の
旧
港
湾
労
働
法
に
よ
る

職
安
に
日
雇
港
湾
労
働
者
を
登
録

し
、
優
先
紹
介
す
る
制
度
か
ら
一

九
八
九
年
一
月
に
施
行
さ
れ
た
新

港
湾
労
働
法
に
よ
り
、
港
湾
労
働

者
雇
用
安
定
性
セ
ン
タ
ー
に
雇
用

さ
れ
た
労
働
者
を
港
湾
運
送
事
業

者
へ
派
遣
す
る
制
度
へ
と
大
き
く

変
化
し
た
時
代
で
も
あ
り
ま
し

た
。
ま
た
、
現
在
は
、
新
港
湾
労

働
法
の
改
正
（
二
〇
〇
〇
年
）
に

よ
り
、
港
湾
運
送
事
業
者
間
で
自

ら
雇
用
す
る
常
用
港
湾
労
働
者
を

派
遣
す
る
制
度
へ
と
変
わ
っ
て
き

て
い
ま
す
。
元
々
、
港
湾
労
働
法

制
定
の
原
点
は
全
港
湾
が
中
心
と

な
っ
て
、
諸
外
国
の
港
湾
労
働
者

の
闘
争
と
歴
史
を
研
究
し
、
英
国

な
ど
の
港
湾
に
関
係
す
る
労
働
法

な
ど
を
基
本
と
し
て
、
一
九
四
六

年
十
二
月
に
衆
議
院
社
会
労
働
委

員
会
に
提
出
し
た
こ
と
に
始
ま
っ

て
い
ま
す
。
港
湾
労
働
法
は
、
全

港
湾
の
歴
史
そ
の
も
の
で
あ
る
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
未
だ

に
、
六
大
港
以
外
で
は
港
湾
労
働

法
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
た
ま
ま
で

あ
り
ま
す
。

港
湾
運
送
事
業
は
、
国
際
コ
ン

テ
ナ
船
が
主
流
と
な
る
も
依
然
と

し
て
、
天
候
に
左
右
さ
れ
る
不
安

定
な
職
種
で
、
台
風
な
ど
時
化

（
し
け
）後
の
船
舶
入
港
が
近
隣
港

に
一
斉
入
港
と
な
る
現
象
が
起
き

る
な
ど
波
動
性
が
あ
り
す
ぎ
て
、

単
純
に
年
間
の
平
均
港
湾
労
働
者

人
員
確
保
を
一
つ
の
企
業
で
常
用

化
で
き
な
い
実
態
が
あ
る
と
言
え

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、

二
〇
〇
四
年
七
月
に
中
央
本
部
で

労
供
・
派
遣
対
策
会
議
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。当
時
、す
で
に
支
部
単

独
で
労
供
許
可
を
受
け
事
業
を
行

っ
て
い
た
支
部
は
、
東
京
支
部
、

横
浜
支
部
、
介
護
家
政
職
支
部
、

名
古
屋
支
部
、
長
崎
県
支
部
、
鹿

児
島
支
部
等
々
で
あ
り
ま
す
。

対
策
会
議
で
は
現
状
や
こ
れ
か

ら
伸
ば
し
て
い
く
た
め
の
手
法
や

労
供
の
利
点
に
つ
い
て
協
議
を
行

い
、
対
策
会
議
で
は
①
中
央
本
部

で
の
一
括
労
供
許
可
を
行
う
、
②

現
在
取
得
し
て
い
る
各
支
部
の
労

供
手
続
き
書
類
の
確
認
と
中
央
本

部
へ
の
移
行
方
法
の
検
討
を
行

う
、
③
供
給
・
派
遣
事
業
の
可
能

な
人
材
派
遣
会
社
や
警
備
事
業
の

資
格
取
得
に
向
け
た
会
社
設
立
に

つ
い
て
は
時
期
尚
早
と
ま
と
め
、

将
来
的
検
討
事
項
と
し
て
保
留
と

し
ま
し
た
。
こ
れ
以
降
、
労
供
・

派
遣
対
策
会
議
は
名
称
を
あ
ら
た

め
労
供
対
策
会
議
と
し
て
い
ま

す
。
対
策
会
議
の
基
本
的
方
針
の

も
と
、
二
〇
〇
五
年
七
月
四
日
、

中
央
本
部
は
労
供
事
業
の
許
可
を

受
け
ま
し
た
。

直
近
で
は
、
二
〇
一
六
年
十
二

月
に
ひ
た
ち
支
部
と
境
港
支
部
の

二
支
部
が
加
わ
り
、
一
五
支
部
一

七
事
業
所
と
な
り
、
ま
た
、
中
央

本
部
労
供
事
業
と
は
別
に
支
部
単

独
で
五
支
部
（
名
古
屋
支
部
、
舞

鶴
支
部
、
大
阪
支
部
、
阪
神
支

部
、
長
崎
県
支
部
）
が
事
業
を
行

っ
て
い
ま
す
。
直
近
の
二
〇
一
五

年
四
月
現
在
で
、
供
給
対
象
組
合

員
は
月
平
均
八
一
一
名
（
常
時
供

給
四
二
一
名
、
臨
時
供
給
三
九
〇

名
）、
年
間
供
給
延
人
員
実
績
は

四
一
、
七
〇
〇
人
と
労
供
事
業
と

し
て
、
中
央
本
部
で
許
可
を
受
け

て
一
〇
年
間
、
実
績
を
伸
ば
し
定

着
し
て
い
る
状
況
で
す
。

労
働
者
派
遣
法
が
毎
回
改
悪
さ

れ
て
い
ま
す
。
常
用
代
替
防
止
と

派
遣
労
働
者
の
保
護
の
観
点
か

ら
、
不
安
定
雇
用
や
低
賃
金
な
ど

均
等
待
遇
の
実
現
な
ど
ほ
ど
遠
い

も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

臨
時
的
・
一
時
的
労
働
で
あ
っ
た

派
遣
労
働
者
を
派
遣
先
企
業
の
配

置
次
第
で
期
間
制
限
な
し
で
受
け

入
れ
可
能
と
な
り
、
今
、
大
き
く

後
退
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
厚
生

労
働
省
は
労
働
者
供
給
事
業
の
禁

止
に
つ
い
て
、
単
な
る
強
制
労

働
、
中
間
搾
取
の
防
止
の
み
で
は

な
く
、
広
く
雇
用
形
態
の
民
主
化

と
労
働
者
の
基
本
的
権
利
の
保
護

を
図
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
よ

く
、
労
働
者
供
給
事
業
は
禁
止
さ

れ
て
い
る
と
い
う
報
道
や
印
刷
物

は
あ
り
ま
す
が
、「
労
働
組
合
の

お
こ
な
う
労
働
者
供
給
事
業
は
認

め
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
報
道
な

ど
は
皆
無
で
、
労
働
組
合
の
教
宣

以
外
、
広
が
っ
て
い
く
可
能
性
は

低
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
労
働
組

合
等
が
厚
労
大
臣
の
許
可
を
受
け

て
無
料
で
行
う
場
合
に
限
り
認
め

て
い
る
客
観
的
事
実
を
、
私
た
ち

が
し
っ
か
り
と
認
識
し
、
教
宣
・

拡
大
を
図
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
労
供
事
業
の
組
合
員
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
非
正
規
労
働

者
の
社
会
三
保
険
や
労
災
保
険
、

公
的
年
金
、
福
利
厚
生
、
職
業
訓

練
な
ど
の
社
会
保
障
制
度
の
確
立

を
目
指
す
、
そ
の
た
め
に
は
、
労

供
事
業
を
行
う
労
働
組
合
の
拡

大
、
次
に
、
各
都
道
府
県
単
位
の

労
供
事
業
許
可
の
拡
大
、
そ
し

て
、
労
供
事
業
労
働
者
の
拡
大
を

図
り
、
社
会
的
な
運
動
に
つ
な
げ

た
先
に
、
非
正
規
雇
用
労
働
者
の

社
会
制
度
の
運
動
・
確
立
が
見
え

て
く
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

（
真
島
勝
重
）

日本海
七
尾
港「
第
二
能
登
丸
遭
難
事
件
」

を
学
習
す
る

二
月
四
日
（
土
曜
日
）
十
七
時

か
ら
、
七
尾
支
部
青
年
部
平
和
学

習
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
内
容
は

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
八
月
二
十

八
日
に
、
米
軍
の
Ｂ
二
九
に
よ
っ

て
七
尾
港
に
落
と
さ
れ
た
機
雷
に

よ
り
七
尾
海
陸
社
所
有
の
第
二
能

登
丸
が
沈
没
し
、
軍
需
品
荷
役
の

た
め
七
尾
港
で
勤
労
動
員
さ
せ
ら

れ
た
民
間
人
な
ど
二
八
名
が
亡
く

な
り
ま
し
た
。
そ
の
「
遭
難
事

件
」
に
つ
い
て
戦
争
の
悲
惨
さ
、

無
意
味
さ
を
後
世
に
伝
え
る
た
め

に
取
り
組
み
ま
し
た
。

講
師
の
角
三
さ
ん
は
小
学
校
教

諭
時
代
こ
の
事
件
に
つ
い
て
調

べ
、
子
供
た
ち
と
一
緒
に
紙
芝
居

を
作
成
し
ま
し
た
。
ま
た
教
職
員

組
合
と
全
港
湾
な
ど
平
和
運
動
を

牽
引
す
る
労
働
組
合
の
協
力
の
も

と
、
映
画
も
作
成
さ
れ
Ｄ
Ｖ
Ｄ
化

さ
れ
て
い
ま
す
。
四
四
〇
発
以
上

の
機
雷
を
七
尾
湾
に
投
下
さ
れ
港

湾
機
能
を
封
鎖
さ
れ
た
こ
と
、
七

尾
の
近
く
に
飛
行
場
を
建
設
し
よ

う
と
し
て
い
て
、
使
用
す
る
こ
と

な
く
、
終
戦
を
迎
え
た
こ
と
な
ど

を
教
わ
り
ま
し
た
。
偶
然
が
重
な

っ
て
空
襲
が
ほ
と
ん
ど
な
く
終
戦

を
迎
え
た
石
川
県
で
す
が
、
今
の

青
年
部
に
あ
た
る
年

齢
の
若
者
が
戦
闘
に

加
担
さ
せ
ら
れ
、
戦

死
し
た
若
者
は
出
身

町
内
の
忠
魂
碑
に
名

前
が
刻
ま
れ
て
い
ま

す
。
ど
れ
だ
け
無
念

だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。
ア
ベ
内
閣
が
集

団
的
自
衛
権
行
使
を

憲
法
解
釈
で
容
認

し
、
戦
争
法
（
平
和

安
全
法
制
）
を
国
会

に
て
強
行
採
決
し
た

事
件
は
、
一
生
忘
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
は
、

今
、
戦
後
を
生
き
て
い
る
の
で
し

ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
こ
れ
か
ら
始

ま
る
戦
前
を
生
き
て
い
る
の
で
し

ょ
う
か
。
七
〇
年
間
一
人
も
殺
さ

ず
、
殺
さ
れ
て
い
な
い
時
代
に
私

た
ち
は
普
通
に
平
和
に
暮
ら
し
て

い
ま
す
。
今
、
自
衛
隊
は
自
国
を

守
る
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
が
戦
争
を

始
め
る
と
同
盟
国
と
し
て
人
殺
し

に
後
方
か
ら
加
担
し
て
い
る
の
で

す
。
七
〇
年
間
地
球
規
模
で
築
き

上
げ
た
、「
日
本
人
だ
か
ら
大
丈

夫
」
と
い
う
安
全
神
話
は
消
え
か

け
て
い
る
の
は
確
か
で
す
。
こ
こ

で
私
達
市
民
は
何
が
で
き
る
か
と

考
え
る
と
、
過
去
の
悲
惨
な
戦
争

で
自
分
の
子
や
孫
が
国
の
利
益
の

た
め
に
死
ん
で
い
く
意
味
の
な
い

こ
と
は
や
っ
ぱ
り
だ
め
な
の
だ
。

戦
争
は
絶
対
に
し
て
は
い
け
な
い

と
い
う
こ
と
を
、
こ
れ
か
ら
も
私

達
の
意
識
の
中
に
生
か
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
永

久
に
戦
争
放
棄
す
る
日
本
国
憲
法

を
守
り
、
独
裁
者
ア
ベ
政
治
を
許

さ
な
い
た
た
か
い
を
継
続
し
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

h
ttp
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（
七
尾
市
役
所
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
）

（
七
尾
支
部

中
尾
哲
）
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